
（ガス小売供給約款 新旧対照表）        福知山都市ガス株式会社 

現行約款 区分 新 約 款 

（表紙） 

ガス小売供給約款 

平成２９年４月１日実施 

福知山都市ガス株式会社 

 

変更 （表紙） 

ガス小売供給約款（一般契約） 

２０１９年６月１日実施 

福知山都市ガス株式会社 

 

23．単位料金の調整 

（１） （略） 

（２）(1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。 

① 基準平均原料価格（トン当たり） 

  ８４，７００円 

② 平均原料価格（トン当たり） 

別表第６の２の(2)に定められた各３か月間における貿易統計の数量及び価額から算定した

トン当たりＬＮＧ平均価格（算定結果の１０円未満の端数を四捨五入し、１０円単位といたし

ます。）をもとに次の算定式で算定し、算定結果の１０円未満の端数を四捨五入した金額とい

たします。 

（備 考） 

トン当たりＬＮＧ平均価格は、当社の事業所等に掲示いたします。  

③ 原料価格変動額  

次の算定式で算定し、算定結果の１００円未満の端数を切り捨てた１００円単位の金額と 

いたします。 

（算定式） 

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

 

変更 23．単位料金の調整 

（１） （略） 

（２）(1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。 

① 基準平均原料価格（トン当たり） 

  ６３，９５０円 

② 平均原料価格（トン当たり） 

別表第６の２の(2)に定められた各３か月間における貿易統計の数量及び価額から算定した

トン当たりＬＮＧ平均価格（算定結果の１０円未満の端数を四捨五入し、１０円単位といたし

ます。）及びトン当たりＬＰＧ平均価格（算定結果の１０円未満の端数を四捨五入し、１０円単

位といたします。）をもとに次の算定式で算定し、算定結果の１０円未満の端数を四捨五入した

金額といたします。 

   （算定式） 

   平均原料価格 

   ＝トン当たりＬＮＧ平均価格×０．９７０３＋トン当たりＬＰＧ平均価格×０．０３２３ 

（備 考） 

トン当たりＬＮＧ平均価格及びトン当たりＬＰＧ平均価格は、当社の事業所等に掲示いた

します。  

（算定式） 

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

 



付  則 

１．この小売約款の実施期日 

この小売約款は、平成２９年４月１日から実施します。 

２．この小売約款の掲示 

  （略） 

変更 
付  則 

１．この小売約款の実施期日 

この小売約款は、２０１９年６月１日から実施します。 

２．この小売約款の実施に伴う切り替え措置 

  当社は、２０１９年５月３１日以前から継続して供給し、２０１９年６月１日から２０１９ 

年６月３０日までに支払い義務が初めて発生するものについては、この小売約款の変更前の小 

売約款に基づき料金を算定いたします。 

３．この小売約款の掲示 

  （略） 

 

ガス小売供給約款 ／ 別表 

 

（別表第１） この小売約款の適用地域 

   （略） 

 

（別表第６） 適用する料金表 

１．適用区分  

（略） 

 

３ 料金表Ａ (消費税等相当額を含みます。) 

(１) 基本料金  

１か月及びガスメーター１個につき ７０２．００円 

(２) 基準単位料金  

    １立方メートルにつき   ２５２．９２円 

 (３)  調整単位料金 

(2)の基準単位料金をもとに 23 の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金と

いたします。 

  

４ 料金表Ｂ （消費税等相当額を含みます。) 

変更 
ガス小売供給約款 ／ 別表 

 

（別表第１） この小売約款の適用地域 

 （略） 

 

（別表第６） 適用する料金表 

１．適用区分  

（略） 

 

３ 料金表Ａ (消費税等相当額を含みます。) 

(３) 基本料金  

１か月及びガスメーター１個につき ７５６．００円 

(４) 基準単位料金  

    １立方メートルにつき   ２５３．００円 

 (３)  調整単位料金 

(2)の基準単位料金をもとに23の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金とい

たします。 

  

４ 料金表Ｂ （消費税等相当額を含みます。) 



(１) 基本料金  

１か月及びガスメーター１個につき １，１３４．００円 

(２) 基準単位料金  

    １立方メートルにつき     ２２５．９２円 

 (３)  調整単位料金 

(2)の基準単位料金をもとに 23 の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金と

いたします。 

 

５ 料金表Ｃ (消費税等相当額を含みます。) 

(１) 基本料金  

１か月及びガスメーター１個につき ５，６４８．４０円 

                                                 

(２) 基準単位料金  

    １立方メートルにつき     １９４．３５円 

 (３)  調整単位料金 

(2)の基準単位料金をもとに 23 の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金と

いたします。 

 

(３) 基本料金  

１か月及びガスメーター１個につき １，２２０．４０円 

(４) 基準単位料金  

    １立方メートルにつき     ２２３．９８円 

 (３)  調整単位料金 

(2)の基準単位料金をもとに23の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金とい

たします。 

 

５ 料金表Ｃ (消費税等相当額を含みます。) 

(３) 基本料金  

１か月及びガスメーター１個につき ６，０４８．００円 

                                                 

(４) 基準単位料金  

    １立方メートルにつき     １９０．２２円 

(３)  調整単位料金 

(2)の基準単位料金をもとに23の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金とい

たします。 

 

 


